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                       令和６年(２０２４年)３月１１日 

厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 障 害 福 祉 課 

（第４１号議案） 

 

中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の 

基準等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正の趣旨 

令和４年６月の児童福祉法改正（令和６年４月１日施行）により、多様な障害児が身

近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、児童発達支援と医療型児童

発達支援との２つの類型が、児童発達支援に一元化された。 

これにより、令和６年１月に、国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働省令第１５号）においても児童

発達支援が一元化された。 

また、併せて、子どもの意思の尊重及び最善の利益の追求の観点等から、同基準の一

部が改正された（令和６年４月１日施行）。 

これに伴い「中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例」（令和３年中野区条例第４３号）を改正する。 

 

２ 主な改正内容 

 ⑴ 児童発達支援の一元化等に伴う改正 

  ・改正前の条例における医療型児童発達支援に関する規定を削除する（第６８条から第

７８条）。 

  ・改正前の児童発達支援センターの３類型（障害児、難聴児、重症心身障害児）の区分

を一元化する（第７条第３項、第１１条第１項及び第３項）。 

  ・児童発達支援において、肢体不自由児に対して治療を行う場合の規定を加える（第５

条、第１１条第２項、第２４条第２項）。 

 ⑵ 子どもの意思の尊重及び最善の利益の追求の観点等に基づく改正 

  ・子どもの権利保障の観点から、障害児の意思の尊重等に関する規定を加える（第２７

条第２項、第２８条第２項及び第５項、第２９条）。 

  ・障害児通所支援事業所の質の評価及び改善の観点から、発達支援の提供においては、

障害児の心身の健康等に関する領域を含む総合的な内容としなければならない旨を規

定するとともに、事業所の自己評価及び保護者評価の方法を明確化する（第２７条第

４項、第６項及び第７項）。 
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・児童発達支援事業者は、事業所ごとに、心身の健康等に関する領域との関連性を明確

にした児童発達支援の実施に関する計画（児童発達支援プログラム）を策定し、公表

しなければならない旨を加える（第２７条の２）。 

・児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援等を利用することにより、地域の

保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわら

ず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包摂の推進に努めなけれ

ばならない規定を加える（第２７条の３、第２８条第４項）。 

  ・障害児通所支援事業所の管理者について、事業所の管理上支障がない場合には、同一

敷地内に限らず、他の事業所等の職務に従事することができる規定を加える（第８条

第２項）。 

・「指導訓練」を「発達支援」に、「訓練」又は「指導」を「支援」に改める（第１０

条、第１１条第１項、第３１条第１項他）。 
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３ 新旧対照表 

中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧 

対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

第３章 削除 第３章 医療型児童発達支援 

 第１節 基本方針（第６８条） 

 第２節 人員に関する基準（第６９条・

第７０条） 

 第３節 設備に関する基準（第７１条） 

 第４節 運営に関する基準（第７２条

―第７８条） 

第４章～第８章 （略） 第４章～第８章 （略） 

附則 附則 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 通所給付決定保護者 法第６条の２

の２第８項に規定する通所給付決定保

護者をいう。 

⑴ 通所給付決定保護者 法第６条の２

の２第９項に規定する通所給付決定保

護者をいう。 

⑵ 指定障害児通所支援事業者 法第２

１条の５の３第１項に規定する指定障

害児通所支援事業者をいう。 

⑵ 指定障害児通所支援事業者等 法第

２１条の５の３第１項に規定する指定

障害児通所支援事業者等をいう。 

⑶～⑽ （略） ⑶～⑽ （略） 

⑾ 法定代理受領 法第２１条の５の７

第１１項（法第２１条の５の１３第２

項の規定により、同条第１項に規定す

る放課後等デイサービス障害児通所給

付費等の支給について適用する場合を

含む。）の規定により通所給付決定保護

者に代わり特別区及び市町村（以下「区

市町村」という。）が支払う指定通所支

援に要した費用の額又は法第２１条の

５の２９第３項の規定により通所給付

決定保護者に代わり区市町村が支払う

⑾ 法定代理受領 法第２１条の５の７

第１１項（法第２１条の５の１３第２

項の規定により、同条第１項に規定す

る放課後等デイサービス障害児通所給

付費等の支給について適用する場合を

含む。）の規定により通所給付決定保護

者に代わり特別区及び市町村（以下「区

市町村」という。）が支払う指定通所支

援に要した費用の額又は法第２１条の

５の２９第３項の規定により通所給付

決定保護者に代わり区市町村が支払う
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肢体不自由児通所医療に要した費用の

額の一部を指定障害児通所支援事業者

が受けることをいう。 

肢体不自由児通所医療に要した費用の

額の一部を指定障害児通所支援事業者

等が受けることをいう。 

⑿・⒀ （略） ⑿・⒀ （略） 

⒁ 多機能型事業所 第５条に規定する

指定児童発達支援の事業、第７９条に

規定する指定放課後等デイサービスの

事業、第９１条に規定する指定居宅訪

問型児童発達支援の事業及び第９９条

に規定する指定保育所等訪問支援の事

業並びに障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第１７１号。以下

「指定障害福祉サービス等基準」とい

う。）第７７条に規定する指定生活介護

の事業、指定障害福祉サービス等基準

第１５５条に規定する指定自立訓練

（機能訓練）の事業、指定障害福祉サー

ビス等基準第１６５条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）の事業、指定障害

福祉サービス等基準第１７４条に規定

する指定就労移行支援の事業、指定障

害福祉サービス等基準第１８５条に規

定する指定就労継続支援Ａ型の事業及

び指定障害福祉サービス等基準第１９

８条に規定する指定就労継続支援Ｂ型

の事業のうち２以上の事業を一体的に

行う事業所（指定障害福祉サービス等

基準に規定する事業のみを行う事業所

を除く。）をいう。 

⒁ 多機能型事業所 第５条に規定する

指定児童発達支援の事業、第６８条に

規定する指定医療型児童発達支援の事

業、第７９条に規定する指定放課後等

デイサービスの事業、第９１条に規定

する指定居宅訪問型児童発達支援の事

業及び第９９条に規定する指定保育所

等訪問支援の事業並びに障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令

第１７１号。以下「指定障害福祉サービ

ス等基準」という。）第７７条に規定す

る指定生活介護の事業、指定障害福祉

サービス等基準第１５５条に規定する

指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定

障害福祉サービス等基準第１６５条に

規定する指定自立訓練（生活訓練）の事

業、指定障害福祉サービス等基準第１

７４条に規定する指定就労移行支援の

事業、指定障害福祉サービス等基準第

１８５条に規定する指定就労継続支援

Ａ型の事業及び指定障害福祉サービス

等基準第１９８条に規定する指定就労

継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の事

業を一体的に行う事業所（指定障害福

祉サービス等基準に規定する事業のみ

を行う事業所を除く。）をいう。 

２ （略） ２ （略） 

（指定障害児通所支援事業者の一般原

則） 

（指定障害児通所支援事業者等の一般原

則） 

第３条 指定障害児通所支援事業者は、通

所給付決定保護者及び障害児の意向、障

害児の適性、障害の特性その他の事情を

踏まえた計画（第２８条第１項において

「通所支援計画」という。）を作成し、こ

第３条 指定障害児通所支援事業者等は、

通所給付決定保護者及び障害児の意向、

障害児の適性、障害の特性その他の事情

を踏まえた計画（第２８条第１項におい

て「通所支援計画」という。）を作成し、
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れに基づき障害児に対して指定通所支援

を提供するとともに、その効果について

継続的な評価を実施することその他の措

置を講ずることにより障害児に対して適

切かつ効果的に指定通所支援を提供しな

ければならない。 

これに基づき障害児に対して指定通所支

援を提供するとともに、その効果につい

て継続的な評価を実施することその他の

措置を講ずることにより障害児に対して

適切かつ効果的に指定通所支援を提供し

なければならない。 

２ 指定障害児通所支援事業者は、当該指

定障害児通所支援事業者を利用する障害

児の意思及び人格を尊重して、常に当該

障害児の立場に立った指定通所支援の提

供に努めなければならない。 

２ 指定障害児通所支援事業者等は、当該

指定障害児通所支援事業者等を利用する

障害児の意思及び人格を尊重して、常に

当該障害児の立場に立った指定通所支援

の提供に努めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者は、地域及

び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、都道府県、区市町村、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「障害者総合支援法」という。）第５条第

１項に規定する障害福祉サービス（以下

単に「障害福祉サービス」という。）を行

う者、児童福祉施設その他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者と

の連携に努めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域

及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い、都道府県、区市町村、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以

下「障害者総合支援法」という。）第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（以

下単に「障害福祉サービス」という。）を

行う者、児童福祉施設その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者は、当該指

定障害児通所支援事業者を利用する障害

児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必

要な体制の整備を行うとともに、その従

業者に対し、研修を実施する等の必要な

措置を講じなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該

指定障害児通所支援事業者等を利用する

障害児の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、そ

の従業者に対し、研修を実施する等の必

要な措置を講じなければならない。 

（法第２１条の５の１５第３項第１号の

条例で定める者） 

（法第２１条の５の１５第３項第１号の

条例で定める者） 

第４条 法第２１条の５の１５第３項第１

号の条例で定める者は、法人とする。ただ

し、法第６条の２の２第２項に規定する

児童発達支援（医療法（昭和２３年法律第

２０５号）に規定する病院又は診療所に

より行われるものに限る。）に係る指定の

申請については、この限りでない。 

第４条 法第２１条の５の１５第３項第１

号の条例で定める者は、法人とする。ただ

し、法第６条の２の２第３項に規定する

医療型児童発達支援（医療法（昭和２３年

法律第２０５号）に規定する病院又は診

療所により行われるものに限る。）に係る

指定の申請については、この限りでない。 

第２章 児童発達支援 第２章 児童発達支援 

第１節 基本方針 第１節 基本方針 

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援

（以下「指定児童発達支援」という。）の

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援

（以下「指定児童発達支援」という。）の
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事業は、障害児が日常生活における基本

的動作及び知識技能を習得し、並びに集

団生活に適応することができるよう、当

該障害児の身体及び精神の状況並びにそ

の置かれている環境に応じて適切かつ効

果的な支援をし、又はこれに併せて治療

（上肢、下肢又は体幹の機能の障害のあ

る児童に対して行われるものに限る。以

下同じ。）を行うものでなければならな

い。 

事業は、障害児が日常生活における基本

的動作及び知識技能を習得し、並びに集

団生活に適応することができるよう、当

該障害児の身体及び精神の状況並びにそ

の置かれている環境に応じて適切かつ効

果的な指導及び訓練を行うものでなけれ

ばならない。 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

第６条 （略） 第６条 （略） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において、治療を行う

場合には、医療法に規定する診療所とし

て必要とされる数の従業者を置かなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、主として難

聴児を通所させる指定児童発達支援事業

所は、第１項各号に掲げる従業者のほか、

次に掲げる従業者（前項各号のいずれか

に該当する場合にあっては、看護職員を

除く。）を規則で定める基準により置かな

ければならない。 

 ⑴ 言語聴覚士 

 ⑵ 機能訓練担当職員（日常生活を営む

のに必要な機能訓練を行う場合に限

る。） 

 ⑶ 看護職員（日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケアを恒常的に受け

ることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合に限る。） 

 ４ 第２項の規定にかかわらず、主として

重症心身障害児を通所させる指定児童発

達支援事業所は、第１項各号に掲げる従

業者のほか、次に掲げる従業者を規則で

定める基準により置かなければならな

い。 

 ⑴ 看護職員 

 ⑵ 機能訓練担当職員 

（管理者） （管理者） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 管理者は、専ら当該指定児童発達支援 ２ 管理者は、専ら当該指定児童発達支援
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事業所の管理に係る職務に従事する者で

なければならない。ただし、当該指定児童

発達支援事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定児童発達支援事業所の他の

職務に従事し、又は当該指定児童発達支

援事業所以外の事業所、施設等の職務に

従事することができる。 

事業所の管理に係る職務に従事する者で

なければならない。ただし、当該指定児童

発達支援事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定児童発達支援事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事すること

ができる。 

第９条 （略） 第９条 （略） 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第１０条 指定児童発達支援事業所（児童

発達支援センターであるものを除く。）

は、発達支援室並びに指定児童発達支援

の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 

第１０条 指定児童発達支援事業所（児童

発達支援センターであるものを除く。）

は、指導訓練室並びに指定児童発達支援

の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 前項に規定する発達支援室には、支援

に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。 

２ 前項に規定する指導訓練室には、訓練

に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。 

３ （略） ３ （略） 

第１１条 指定児童発達支援事業所（児童

発達支援センターであるものに限る。以

下この条において同じ。）は、発達支援室、

遊戯室、屋外遊戯場（当該指定児童発達支

援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わ

るべき場所を含む。）、医務室、相談室、

調理室、便所、静養室並びに指定児童発達

支援の提供に必要な設備及び備品等を設

けなければならない。 

第１１条 指定児童発達支援事業所（児童

発達支援センターであるものに限る。以

下この条において同じ。）は、指導訓練室、

遊戯室、屋外遊戯場（当該指定児童発達支

援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わ

るべき場所を含む。以下この項において

同じ。）、医務室、相談室、調理室及び便

所並びに指定児童発達支援の提供に必要

な設備及び備品等を設けなければならな

い。ただし、主として重症心身障害児を通

所させる指定児童発達支援事業所にあっ

ては、障害児の支援に支障がない場合は、

遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室を

設けないことができる。 

２ 指定児童発達支援事業所において、治

療を行う場合には、前項に規定する設備

（医務室を除く。）に加えて、医療法に規

定する診療所として必要な設備を設けな

ければならない。 

 

３ 第１項に規定する設備は、規則で定め

る基準を満たさなければならない。 

２ 前項に規定する設備は、規則で定める

基準を満たさなければならない。ただし、

主として難聴児を通所させる指定児童発
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達支援事業所又は主として重症心身障害

児を通所させる指定児童発達支援事業所

にあっては、この限りでない。 

 ３ 第１項に規定する設備のほか、主とし

て知的障害のある児童を通所させる指定

児童発達支援事業所にあっては静養室

を、主として難聴児を通所させる指定児

童発達支援事業所にあっては聴力検査室

を設けなければならない。 

４ 第１項及び第２項に規定する設備は、

専ら当該指定児童発達支援の事業の用に

供するものでなければならない。ただし、

障害児の支援に支障がない場合は、同項

に掲げる設備を除き、併せて設置する他

の社会福祉施設の設備と兼ねることがで

きる。 

４ 第１項及び前項に規定する設備は、専

ら当該指定児童発達支援の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、障

害児の支援に支障がない場合は、併せて

設置する他の社会福祉施設の設備と兼ね

ることができる。 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

第１２条～第２３条 （略） 第１２条～第２３条 （略） 

（通所利用者負担額の受領） （通所利用者負担額の受領） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理

受領を行わない指定児童発達支援を提供

した際は、通所給付決定保護者から、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額の支払を受けるものとする。 

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理

受領を行わない指定児童発達支援を提供

した際は、通所給付決定保護者から当該

指定児童発達支援に係る指定通所支援費

用基準額の支払を受けるものとする。 

⑴ 次号に掲げる場合以外の場合 当該

指定児童発達支援に係る指定通所支援

費用基準額 

 

⑵ 治療を行う場合 前号に掲げる額の

ほか、当該指定児童発達支援のうち肢

体不自由児通所医療（食事療養（健康保

険法（大正１１年法律第７０号）第６３

条第２項第１号に規定する食事療養を

いう。）を除く。以下同じ。）に係るも

のにつき健康保険の療養に要する費用

の額の算定方法の例により算定した費

用の額 

 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（通所利用者負担額に係る管理） （通所利用者負担額に係る管理） 

第２５条 指定児童発達支援事業者は、通 第２５条 指定児童発達支援事業者は、通
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所給付決定に係る障害児が同一の月に当

該指定児童発達支援事業者が提供する指

定児童発達支援及び他の指定障害児通所

支援事業者が提供する指定通所支援を受

けた場合において、当該障害児の通所給

付決定保護者から依頼があったときは、

当該指定児童発達支援及び他の指定通所

支援に係る通所利用者負担額の合計額

（以下この条において「通所利用者負担

額合計額」という。）を算定しなければな

らない。この場合において、当該指定児童

発達支援事業者は、当該指定児童発達支

援及び他の指定通所支援の状況を確認の

上、通所利用者負担額合計額を区市町村

に報告するとともに、当該通所給付決定

保護者及び他の指定通所支援を提供した

指定障害児通所支援事業者に通知しなけ

ればならない。 

所給付決定に係る障害児が同一の月に当

該指定児童発達支援事業者が提供する指

定児童発達支援及び他の指定障害児通所

支援事業者等が提供する指定通所支援を

受けた場合において、当該障害児の通所

給付決定保護者から依頼があったとき

は、当該指定児童発達支援及び他の指定

通所支援に係る通所利用者負担額の合計

額（以下この条において「通所利用者負担

額合計額」という。）を算定しなければな

らない。この場合において、当該指定児童

発達支援事業者は、当該指定児童発達支

援及び他の指定通所支援の状況を確認の

上、通所利用者負担額合計額を区市町村

に報告するとともに、当該通所給付決定

保護者及び他の指定通所支援を提供した

指定障害児通所支援事業者等に通知しな

ければならない。 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） （障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第２６条 指定児童発達支援事業者は、法

定代理受領により指定児童発達支援に係

る障害児通所給付費又は肢体不自由児通

所医療費の支給を受けた場合は、通所給

付決定保護者に対し、当該通所給付決定

保護者に係る障害児通所給付費及び肢体

不自由児通所医療費の額を通知しなけれ

ばならない。 

第２６条 指定児童発達支援事業者は、法

定代理受領により指定児童発達支援に係

る障害児通所給付費の支給を受けた場合

は、通所給付決定保護者に対し、当該通所

給付決定保護者に係る障害児通所給付費

の額を通知しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（指定児童発達支援の取扱方針） （指定児童発達支援の取扱方針） 

第２７条 指定児童発達支援事業者は、第

２８条第１項に規定する児童発達支援計

画に基づき、障害児の心身の状況等に応

じて、当該障害児の支援を適切に行うと

ともに、指定児童発達支援の提供が漫然

かつ画一的なものとならないよう配慮し

なければならない。 

第２７条 指定児童発達支援事業者は、次

条第１項に規定する児童発達支援計画に

基づき、障害児の心身の状況等に応じて、

当該障害児の支援を適切に行うととも

に、指定児童発達支援の提供が漫然かつ

画一的なものとならないよう配慮しなけ

ればならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が

自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、障害児及び通所給付決

定保護者の意思をできる限り尊重するた

めの配慮をしなければならない。 
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３ 指定児童発達支援事業所の従業者は、

指定児童発達支援の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、通所給付

決定保護者及び障害児に対し、支援上必

要な事項について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業所の従業者は、

指定児童発達支援の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、通所給付

決定保護者及び障害児に対し、支援上必

要な事項について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の

適性、障害の特性その他の事情を踏まえ

た指定児童発達支援（治療に係る部分を

除く。以下この条及び次条において同

じ。）の確保並びに次項に規定する指定児

童発達支援の質の評価及びその改善の適

切な実施の観点から、指定児童発達支援

の提供に当たっては、心身の健康等に関

する領域を含む総合的な支援を行わなけ

ればならない。 

 

５ 指定児童発達支援事業者は、その提供

する指定児童発達支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならな

い。 

３ 指定児童発達支援事業者は、その提供

する指定児童発達支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならな

い。 

６ 指定児童発達支援事業者は、前項の規

定により、その提供する指定児童発達支

援の質の評価及び改善を行うに当たって

は、次に掲げる事項について、指定児童発

達支援事業所の従業者による評価を受け

た上で、自ら評価（以下この条において

「自己評価」という。）を行うとともに、

当該指定児童発達支援事業者を利用する

障害児の通所給付決定保護者（以下この

条において「保護者」という。）による評

価（以下この条において「保護者評価」と

いう。）を受けて、その改善を図らなけれ

ばならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規

定により、その提供する指定児童発達支

援の質の評価及び改善を行うに当たって

は、次に掲げる事項について、自ら評価を

行うとともに、当該指定児童発達支援事

業者を利用する障害児の保護者による評

価を受けて、その改善を図らなければな

らない。 

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略） 

７ 指定児童発達支援事業者は、おおむね

１年に１回以上、自己評価及び保護者評

価並びに前項に規定する改善の内容を、

保護者に示すとともに、インターネット

の利用その他の方法により公表しなけれ

ばならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね

１年に１回以上、前項の評価及び改善の

内容をインターネットの利用その他の方

法により公表しなければならない。 

第２７条の２ 指定児童発達支援事業者  
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は、指定児童発達支援事業所ごとに指定

児童発達支援プログラム（前条第４項に

規定する領域との関連性を明確にした指

定児童発達支援の実施に関する計画をい

う。）を策定し、インターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならな

い。 

（障害児の地域社会への参加及び包摂の

推進） 

 

第２７条の３ 指定児童発達支援事業者

は、障害児が指定児童発達支援を利用す

ることにより、地域の保育、教育等の支援

を受けることができるようにすること

で、障害の有無にかかわらず、全ての児童

が共に成長できるよう、障害児の地域社

会への参加及び包摂（以下「インクルージ

ョン」という。）の推進に努めなければな

らない。 

 

（児童発達支援計画の作成等） （児童発達支援計画の作成等） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成に当たっては、適切な方

法により、障害児について、その有する能

力、その置かれている環境、日常生活全般

の状況等の評価を通じて当該通所給付決

定保護者及び障害児の希望する生活、課

題等の把握（以下この条において「アセス

メント」という。）を行うとともに、障害

児の年齢及び発達の程度に応じて、その

意見が尊重され、その最善の利益が優先

して考慮され、心身ともに健やかに育成

されるよう当該障害児の発達を支援する

上での適切な支援内容の検討をしなけれ

ばならない。 

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成に当たっては、適切な方

法により、障害児について、その有する能

力、その置かれている環境、日常生活全般

の状況等の評価を通じて当該通所給付決

定保護者及び障害児の希望する生活、課

題等の把握（以下この条において「アセス

メント」という。）を行い、当該障害児の

発達を支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメ

ント及び支援内容の検討の結果に基づ

き、当該通所給付決定保護者及び障害児

の生活に対する意向並びに当該障害児に

対する総合的な支援目標及びその達成時

期、生活全般の質を向上させるための課

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメ

ント及び支援内容の検討の結果に基づ

き、当該通所給付決定保護者及び障害児

の生活に対する意向並びに当該障害児に

対する総合的な支援目標及びその達成時

期、生活全般の質を向上させるための課
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題、第２７条第４項に規定する領域との

関連性及びインクルージョンの観点を踏

まえた指定児童発達支援の具体的な内

容、指定児童発達支援を提供する上での

留意事項その他必要な事項を記載した児

童発達支援計画の原案を作成しなければ

ならない。この場合において、障害児の家

族に対する援助及び当該指定児童発達支

援事業所が提供する指定児童発達支援以

外の保健医療サービス又は福祉サービス

との連携も含めて児童発達支援計画の原

案に位置付けるよう努めなければならな

い。 

題、指定児童発達支援の具体的な内容、指

定児童発達支援を提供する上での留意事

項その他必要な事項を記載した児童発達

支援計画の原案を作成しなければならな

い。この場合において、障害児の家族に対

する援助及び当該指定児童発達支援事業

所が提供する指定児童発達支援以外の保

健医療サービス又は福祉サービスとの連

携も含めて児童発達支援計画の原案に位

置付けるよう努めなければならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成に当たっては、障害児の

意見が尊重され、その最善の利益が優先

して考慮される体制を確保した上で、障

害児に対する指定児童発達支援の提供に

当たる担当者等を招集して行う会議（テ

レビ電話装置その他の情報通信機器を活

用して行うことができるものとする。）を

開催し、児童発達支援計画の原案につい

て意見を求めるものとする。 

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成に当たっては、障害児に

対する指定児童発達支援の提供に当たる

担当者等を招集して行う会議（テレビ電

話装置その他の情報通信機器を活用して

行うことができるものとする。）を開催

し、児童発達支援計画の原案について意

見を求めるものとする。 

６ （略） ６ （略） 

７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画を作成した際には、当該児童発

達支援計画を通所給付決定保護者及び当

該通所給付決定保護者に対して指定障害

児相談支援（法第２４条の２６第２項に

規定する指定障害児相談支援をいう。）を

供する者に対し交付しなければならな

い。 

７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画を作成した際には、当該児童発

達支援計画を通所給付決定保護者に対し

交付しなければならない。 

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

（児童発達支援管理責任者の責務） （児童発達支援管理責任者の責務） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行

うに当たっては、障害児が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよ

う、障害児及び通所給付決定保護者の意

思をできる限り尊重するよう努めなけれ

ばならない。 
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第３０条 （略） 第３０条 （略） 

（支援） （指導、訓練等） 

第３１条 指定児童発達支援事業者は、障

害児の心身の状況に応じ、障害児の自立

の支援及び日常生活の充実に資するよ

う、適切な技術をもって支援を行わなけ

ればならない。 

第３１条 指定児童発達支援事業者は、障

害児の心身の状況に応じ、障害児の自立

の支援及び日常生活の充実に資するよ

う、適切な技術をもって指導、訓練等を行

わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の

適性に応じ、当該障害児ができる限り健

全な社会生活を営むことができるよう、

より適切に支援を行わなければならな

い。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の

適性に応じ、当該障害児ができる限り健

全な社会生活を営むことができるよう、

より適切に指導、訓練等を行わなければ

ならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人

以上の従業者を支援に従事させなければ

ならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人

以上の従業者を指導、訓練等に従事させ

なければならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、障害児に

対し、当該障害児に係る通所給付決定保

護者の負担により、当該指定児童発達支

援事業所の従業者以外の者による支援を

受けさせてはならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、障害児に

対し、当該障害児に係る通所給付決定保

護者の負担により、当該指定児童発達支

援事業所の従業者以外の者による指導、

訓練等を受けさせてはならない。 

第３２条～第３５条 （略） 第３２条～第３５条 （略） 

（通所給付決定保護者に関する中野区へ

の通知） 

（通所給付決定保護者に関する中野区へ

の通知） 

第３６条 指定児童発達支援事業者は、指

定児童発達支援を受けている障害児に係

る通所給付決定保護者が偽りその他不正

の行為によって障害児通所給付費若しく

は特例障害児通所給付費又は肢体不自由

児通所医療費の支給を受け、又は受けよ

うとしたときは、遅滞なく、意見を付して

その旨を中野区に通知しなければならな

い。 

第３６条 指定児童発達支援事業者は、指

定児童発達支援を受けている障害児に係

る通所給付決定保護者が偽りその他不正

の行為によって障害児通所給付費若しく

は特例障害児通所給付費の支給を受け、

又は受けようとしたときは、遅滞なく、意

見を付してその旨を中野区に通知しなけ

ればならない。 

第３７条～第４０条 （略） 第３７条～第４０条 （略） 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第４１条 指定児童発達支援事業者は、利

用定員及び発達支援室の定員（第１１条

第２項に規定する規則で定める基準とし

て定められる発達支援室の定員をいう。）

を超えて、指定児童発達支援の提供を行

第４１条 指定児童発達支援事業者は、利

用定員及び指導訓練室の定員（第１１条

第２項に規定する規則で定める基準とし

て定められる指導訓練室の定員をいう。）

を超えて、指定児童発達支援の提供を行
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ってはならない。ただし、災害、虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

ってはならない。ただし、災害、虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

第４２条 （略） 第４２条 （略） 

（安全計画の策定等） （安全計画の策定等） 

第４２条の２ （略） 第４２条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の

安全の確保に関して通所給付決定保護者

との連携が図られるよう、通所給付決定

保護者に対し、安全計画に基づく取組の

内容等について周知しなければならな

い。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の

安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基

づく取組の内容等について周知しなけれ

ばならない。 

４ （略） ４ （略） 

第４２条の３・第４３条 （略） 第４２条の３・第４３条 （略） 

（協力医療機関） （協力医療機関） 

第４４条 指定児童発達支援事業者（治療

を行うものを除く。）は、障害児の病状の

急変等に備えるため、あらかじめ、協力医

療機関（当該指定児童発達支援事業者と

の間で、障害児が医療を必要とした際の

連携協力が合意されている医療機関をい

う。以下同じ。）を定めなければならない。 

第４４条 指定児童発達支援事業者は、障

害児の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関（当該指定児童発達

支援事業者との間で、障害児が医療を必

要とした際の連携協力が合意されている

医療機関をいう。以下同じ。）を定めなけ

ればならない。 

第４５条～第５０条 （略） 第４５条～第５０条 （略） 

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止） 

第５１条 指定児童発達支援事業者は、障

害児相談支援事業者若しくは障害者総合

支援法第５条第１９項に規定する一般相

談支援事業若しくは特定相談支援事業を

行う者（次項において「障害児相談支援事

業者等」という。）、障害福祉サービスを

行う者等又はそれらの従業者に対し、障

害児又はその家族に対して当該指定児童

発達支援事業者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

第５１条 指定児童発達支援事業者は、障

害児相談支援事業者若しくは障害者総合

支援法第５条第１８項に規定する一般相

談支援事業若しくは特定相談支援事業を

行う者（次項において「障害児相談支援事

業者等」という。）、障害福祉サービスを

行う者等又はそれらの従業者に対し、障

害児又はその家族に対して当該指定児童

発達支援事業者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

２ （略） ２ （略） 

第５２条～第５６条 （略） 第５２条～第５６条 （略） 

第５節 （略） 第５節 （略） 

第６節 基準該当児童発達支援に 第６節 基準該当児童発達支援に
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関する基準 関する基準 

第６１条 （略） 第６１条 （略） 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第６２条 基準該当児童発達支援事業所

は、発達支援を行う場所を確保するとと

もに、基準該当児童発達支援の提供に必

要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

第６２条 基準該当児童発達支援事業所

は、指導訓練を行う場所を確保するとと

もに、基準該当児童発達支援の提供に必

要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

２ 前項に規定する発達支援を行う場所に

は、支援に必要な機械器具等を備えなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所に

は、訓練に必要な機械器具等を備えなけ

ればならない。 

３ （略） ３ （略） 

第６３条 （略） 第６３条 （略） 

（準用） （準用） 

第６４条 第５条、第８条及び第４節（第

１２条、第２４条第１項、第２５条、第２

６条第１項、第３２条、第３４条及び第５

３条第２項を除く。）の規定は、基準該当

児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、第４１条中「定員（第

１１条第２項に規定する規則で定める基

準として定められる発達支援室の定員を

いう。）」とあるのは、「定員」と読み替

えるものとする。 

第６４条 第５条、第８条及び第４節（第

１２条、第２４条第１項、第２５条、第２

６条第１項、第３２条、第３４条及び第５

３条第２項を除く。）の規定は、基準該当

児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、第４１条中「定員（第

１１条第２項に規定する規則で定める基

準として定められる指導訓練室の定員を

いう。）」とあるのは、「定員」と読み替

えるものとする。 

第６５条～第６７条 （略） 第６５条～第６７条 （略） 

第３章 削除 第３章 医療型児童発達支援 

 第１節 基本方針 

第６８条から第７８条まで 削除 第６８条 医療型児童発達支援に係る指定

通所支援（以下「指定医療型児童発達支

援」という。）の事業は、障害児が日常生

活における基本的動作及び知識技能を習

得し、並びに集団生活に適応することが

できるよう、当該障害児の身体及び精神

の状況並びにその置かれている環境に応

じて、適切かつ効果的な指導及び訓練並

びに治療を行うものでなければならな

い。 

 第２節 人員に関する基準 

 （従業者の配置の基準） 

 第６９条 指定医療型児童発達支援の事業
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を行う者（以下「指定医療型児童発達支援

事業者」という。）は、当該事業を行う事

業所（以下「指定医療型児童発達支援事業

所」という。）ごとに、次に掲げる従業者

を規則で定める基準により置かなければ

ならない。 

 ⑴ 医療法に規定する診療所として必要

とされる従業者 

 ⑵ 児童指導員 

 ⑶ 保育士 

 ⑷ 看護職員 

 ⑸ 理学療法士又は作業療法士 

 ⑹ 児童発達支援管理責任者 

 ２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定

医療型児童発達支援事業所において日常

生活を営むのに必要な言語訓練等を行う

場合は、機能訓練担当職員を規則で定め

る基準により置かなければならない。 

 （準用） 

 第７０条 第８条の規定は、指定医療型児

童発達支援の事業について準用する。 

 第３節 設備に関する基準 

 （設備） 

 第７１条 指定医療型児童発達支援事業所

の設備の基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

 ⑴ 医療法に規定する診療所として必要

とされる設備を有すること。 

 ⑵ 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び

調理室を有すること。 

 ⑶ 浴室及び便所の手すり等身体の機能

の不自由を助ける設備を有すること。 

 ２ 指定医療型児童発達支援事業所は、そ

の階段の傾斜を緩やかにしなければなら

ない。 

 ３ 第１項各号に掲げる設備は、専ら当該

指定医療型児童発達支援の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、障

害児の支援に支障がない場合は、同項第

１号に掲げる設備を除き、併せて設置す
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る他の社会福祉施設の設備に兼ねること

ができる。 

 第４節 運営に関する基準 

 （利用定員） 

 第７２条 指定医療型児童発達支援事業所

の利用定員は、規則で定める。 

 （通所利用者負担額の受領） 

 第７３条 指定医療型児童発達支援事業者

は、法定代理受領を行う指定医療型児童

発達支援を提供した際は、通所給付決定

保護者から当該指定医療型児童発達支援

に係る通所利用者負担額の支払を受ける

ものとする。 

 ２ 指定医療型児童発達支援事業者は、法

定代理受領を行わない指定医療型児童発

達支援を提供した際は、通所給付決定保

護者から、次に掲げる額の支払を受ける

ものとする。 

 ⑴ 当該指定医療型児童発達支援に係る

指定通所支援費用基準額 

 ⑵ 当該指定医療型児童発達支援のうち

肢体不自由児通所医療（食事療養（健康

保険法（大正１１年法律第７０号）第６

３条第２項第１号に規定する食事療養

をいう。）を除く。）に係るものにつき

法第２１条の５の２９第２項に規定す

る健康保険の療養に要する費用の額の

算定方法の例により算定した費用の額 

 ３ 指定医療型児童発達支援事業者は、前

２項の支払を受ける額のほか、指定医療

型児童発達支援において提供される便宜

に要する費用のうち、規則で定める費用

の額の支払を通所給付決定保護者から受

けることができる。 

 ４ 指定医療型児童発達支援事業者は、前

３項に規定する額の支払を受けた場合

は、当該額に係る領収証を当該額を支払

った通所給付決定保護者に対し交付しな

ければならない。 

 ５ 指定医療型児童発達支援事業者は、第
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３項に規定する費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじめ、通所給

付決定保護者に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、当該通

所給付決定保護者の同意を得なければな

らない。 

 （障害児通所給付費の額に係る通知等） 

 第７４条 指定医療型児童発達支援事業者

は、法定代理受領により指定医療型児童

発達支援に係る障害児通所給付費又は肢

体不自由児通所医療費の支給を受けた場

合は、通所給付決定保護者に対し、当該通

所給付決定保護者に係る障害児通所給付

費及び肢体不自由児通所医療費の額を通

知しなければならない。 

 ２ 指定医療型児童発達支援事業者は、前

条第２項の法定代理受領を行わない指定

医療型児童発達支援に係る費用の額の支

払を受けた場合は、その提供した指定医

療型児童発達支援の内容、費用の額その

他必要と認められる事項を記載したサー

ビス提供証明書を通所給付決定保護者に

対し交付しなければならない。 

 （通所給付決定保護者に関する中野区へ

の通知） 

 第７５条 指定医療型児童発達支援事業者

は、指定医療型児童発達支援を受けてい

る障害児に係る通所給付決定保護者が偽

りその他不正の行為によって障害児通所

給付費若しくは特例障害児通所給付費又

は肢体不自由児通所医療費の支給を受

け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を中野区に通知

しなければならない。 

 （運営規程） 

 第７６条 指定医療型児童発達支援事業者

は、指定医療型児童発達支援事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程を定めなければ

ならない。 

 ⑴ 事業の目的及び運営の方針 
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 ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ⑶ 営業日及び営業時間 

 ⑷ 利用定員 

 ⑸ 指定医療型児童発達支援の内容並び

に通所給付決定保護者から受領する費

用の種類及びその額 

 ⑹ 通常の事業の実施地域（当該指定医

療型児童発達支援事業所が通常時に指

定医療型児童発達支援を提供する地域

をいう。） 

 ⑺ 指定医療型児童発達支援の利用に当

たっての留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事

項 

 ⑾ 前各号に掲げるもののほか、運営に

関する重要事項 

 （情報の提供等） 

 第７７条 指定医療型児童発達支援事業者

は、指定医療型児童発達支援を利用しよ

うとする障害児が、これを適切かつ円滑

に利用できるように、当該指定医療型児

童発達支援事業者が実施する事業の内容

に関する情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。 

 ２ 指定医療型児童発達支援事業者は、当

該指定医療型児童発達支援事業者につい

て広告をする場合は、その内容が虚偽の

もの又は誇大なものでないようにしなけ

ればならない。 

 （準用） 

 第７８条 第１３条から第２３条まで、第

２５条、第２７条（第４項及び第５項を除

く。）から第３５条まで、第３７条、第３

９条から第４３条まで、第４５条から第

４９条まで、第５１条から第５４条まで

及び第５６条の規定は、指定医療型児童

発達支援の事業について準用する。この

場合において、第１３条第１項中「第３８
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条」とあるのは「第７６条」と、第１７条

中「いう。第３８条第６号及び」とあるの

は「いう。」と、第２３条第２項ただし書

中「次条第１項から第３項まで」とあるの

は「第７３条第１項から第３項まで」と、

第２７条第１項及び第２８条中「児童発

達支援計画」とあるのは「医療型児童発達

支援計画」と、第３５条中「医療機関」と

あるのは「他の専門医療機関」と、第４５

条第１項中「従業者の勤務の体制、協力医

療機関」とあるのは「従業者の勤務の体

制」と、第５６条第２項第２号中「児童発

達支援計画」とあるのは「医療型児童発達

支援計画」と、同項第３号中「第３６条」

とあるのは「第７５条」と読み替えるもの

とする。 

第４章 放課後等デイサービス 第４章 放課後等デイサービス 

第１節 基本方針 第１節 基本方針 

第７９条 放課後等デイサービスに係る指

定通所支援（以下「指定放課後等デイサー

ビス」という。）の事業は、障害児が生活

能力の向上のために必要な支援を行い、

及び社会との交流を図ることができるよ

う、当該障害児の身体及び精神の状況並

びにその置かれている環境に応じて、適

切かつ効果的な支援を行うものでなけれ

ばならない。 

第７９条 放課後等デイサービスに係る指

定通所支援（以下「指定放課後等デイサー

ビス」という。）の事業は、障害児が生活

能力の向上のために必要な訓練を行い、

及び社会との交流を図ることができるよ

う、当該障害児の身体及び精神の状況並

びにその置かれている環境に応じて、適

切かつ効果的な指導及び訓練を行うもの

でなければならない。 

第２節 （略） 第２節 （略） 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第８２条 指定放課後等デイサービス事業

所は、発達支援室並びに指定放課後等デ

イサービスの提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。 

第８２条 指定放課後等デイサービス事業

所は、指導訓練室並びに指定放課後等デ

イサービスの提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。 

２ 前項に規定するには、支援に必要な機

械器具等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練室には、訓練

に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。 

３ （略） ３ （略） 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

第８３条・第８４条 （略） 第８３条・第８４条 （略） 
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（準用） （準用） 

第８５条 第１３条から第２３条まで、第

２５条から第３１条まで、第３３条、第３

５条から第４７条まで、第４９条から第

５２条まで、第５３条第１項及び第５４

条から第５６条までの規定は、指定放課

後等デイサービスの事業について準用す

る。この場合において、第１７条中「いう。

第３８条第６号及び第５３条第２項」と

あるのは「いう。第８５条において準用す

る第３８条第６号」と、第２３条第２項た

だし書中「次条第１項から第３項まで」と

あるのは「第８４条第１項から第３項ま

で」と、第２６条第２項中「第２４条第２

項」とあるのは「第８４条第２項」と、第

２７条第１項、第２８条及び第５６条第

２項第２号中「児童発達支援計画」とある

のは「放課後等デイサービス計画」と、第

４１条中「定員（第１１条第２項に規定す

る規則で定める基準として定められる発

達支援室の定員をいう。）」とあるのは「定

員」と読み替えるものとする。 

第８５条 第１３条から第２３条まで、第

２５条から第３１条まで、第３３条、第３

５条から第４７条まで、第４９条から第

５２条まで、第５３条第１項及び第５４

条から第５６条までの規定は、指定放課

後等デイサービスの事業について準用す

る。この場合において、第１７条中「いう。

第３８条第６号及び第５３条第２項」と

あるのは「いう。第８５条において準用す

る第３８条第６号」と、第２３条第２項た

だし書中「次条第１項から第３項まで」と

あるのは「第８４条第１項から第３項ま

で」と、第２６条第２項中「第２４条第２

項」とあるのは「第８４条第２項」と、第

２７条第１項、第２８条及び第５６条第

２項第２号中「児童発達支援計画」とある

のは「放課後等デイサービス計画」と、第

４１条中「定員（第１１条第２項に規定す

る規則で定める基準として定められる指

導訓練室の定員をいう。）」とあるのは「定

員」と読み替えるものとする。 

第５節 共生型放課後等デイサー

ビスに関する基準 

第５節 共生型放課後等デイサー

ビスに関する基準 

（準用） （準用） 

第８６条 第８条、第９条、第１３条から

第２３条まで、第２５条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第４７条ま

で、第４９条から第５２条まで、第５３条

第１項、第５４条から第５９条まで、第７

９条及び第８４条の規定は、共生型放課

後等デイサービス（放課後等デイサービ

スに係る共生型通所支援をいう。）の事業

について準用する。この場合において、第

４１条中「定員（第１１条第２項に規定す

る規則で定める基準として定められる発

達支援室の定員をいう。）」とあるのは、

「定員」と読み替えるものとする。 

第８６条 第８条、第９条、第１３条から

第２３条まで、第２５条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第４７条ま

で、第４９条から第５２条まで、第５３条

第１項、第５４条から第５９条まで、第７

９条及び第８４条の規定は、共生型放課

後等デイサービス（放課後等デイサービ

スに係る共生型通所支援をいう。）の事業

について準用する。この場合において、第

４１条中「定員（第１１条第２項に規定す

る規則で定める基準として定められる指

導訓練室の定員をいう。）」とあるのは、

「定員」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当放課後等デイサ

ービスに関する基準 

第６節 基準該当放課後等デイサ

ービスに関する基準 

第８７条 （略） 第８７条 （略） 
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（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第８８条 基準該当放課後等デイサービス

事業所は、発達支援を行う場所を確保す

るとともに、基準該当放課後等デイサー

ビスの提供に必要な設備及び備品等を備

えなければならない。 

第８８条 基準該当放課後等デイサービス

事業所は、指導訓練を行う場所を確保す

るとともに、基準該当放課後等デイサー

ビスの提供に必要な設備及び備品等を備

えなければならない。 

２ 前項に規定する発達支援を行う場所に

は、支援に必要な機械器具等を備えなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所に

は、訓練に必要な機械器具等を備えなけ

ればならない。 

３ （略） ３ （略） 

第８９条 （略） 第８９条 （略） 

（準用） （準用） 

第９０条 第８条、第１３条から第２３条

まで、第２６条第２項、第２７条から第３

１条まで、第３３条、第３５条から第４７

条まで、第４９条から第５２条まで、第５

３条第１項、第５４条から第５６条まで、

第６５条から第６７条まで、第７９条及

び第８４条（第１項を除く。）の規定は、

基準該当放課後等デイサービスの事業に

ついて準用する。この場合において、第４

１条中「定員（第１１条第２項に規定する

規則で定める基準として定められる発達

支援室の定員をいう。）」とあるのは、「定

員」と読み替えるものとする。 

第９０条 第８条、第１３条から第２３条

まで、第２６条第２項、第２７条から第３

１条まで、第３３条、第３５条から第４７

条まで、第４９条から第５２条まで、第５

３条第１項、第５４条から第５６条まで、

第６５条から第６７条まで、第７９条及

び第８４条（第１項を除く。）の規定は、

基準該当放課後等デイサービスの事業に

ついて準用する。この場合において、第４

１条中「定員（第１１条第２項に規定する

規則で定める基準として定められる指導

訓練室の定員をいう。）」とあるのは、「定

員」と読み替えるものとする。 

第５章 居宅訪問型児童発達支援 第５章 居宅訪問型児童発達支援 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

第９５条～第９７条 （略） 第９５条～第９７条 （略） 

（準用） （準用） 

第９８条 第１３条から第２３条まで、第

２５条、第２６条、第２７条（第６項及び

第７項を除く。）、第２７条の２、第２８

条から第３１条まで、第３３条、第３５条

から第３７条まで、第３９条、第４０条、

第４２条の２、第４２条の３第１項、第４

３条から第４７条まで、第４９条から第

５２条まで、第５３条第１項及び第５４

条から第５６条までの規定は、指定居宅

訪問型児童発達支援の事業について準用

第９８条 第１３条から第２３条まで、第

２５条、第２６条、第２７条（第４項及び

第５項を除く。）、第２８条から第３１条

まで、第３３条、第３５条から第３７条ま

で、第３９条、第４０条、第４２条の２、

第４２条の３第１項、第４３条から第４

７条まで、第４９条、第５１条、第５２条、

第５３条第１項、第５４条から第５６条

まで及び第７７条の規定は、指定居宅訪

問型児童発達支援の事業について準用す
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する。この場合において、第１３条第１項

中「第３８条」とあるのは「第９７条」と、

第１７条中「いう。第３８条第６号及び第

５３条第２項において同じ。」とあるのは

「いう。」と、第２３条第２項ただし書中

「次条第１項から第３項まで」とあるの

は「第９６条第１項から第３項まで」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあ

るのは「第９６条第２項」と、第２７条第

１項、第２８条及び第５６条第２項第２

号中「児童発達支援計画」とあるのは「居

宅訪問型児童発達支援計画」と、第２８条

第４項中「第２７条第４項に規定する領

域との関連性及びインクルージョンの観

点を踏まえた」とあるのは「第２７条第４

項に規定する領域との関連性を踏まえ

た」と、第５０条第１項中「行わなければ

ならない」とあるのは「行うよう努めなけ

ればならない」と読み替えるものとする。 

る。この場合において、第１３条第１項中

「第３８条」とあるのは「第９７条」と、

第１７条中「いう。第３８条第６号及び第

５３条第２項において同じ。」とあるのは

「いう。」と、第２３条第２項ただし書中

「次条第１項から第３項まで」とあるの

は「第９６条第１項から第３項まで」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあ

るのは「第９６条第２項」と、第２７条第

１項、第２８条及び第５６条第２項第２

号中「児童発達支援計画」とあるのは「居

宅訪問型児童発達支援計画」と読み替え

るものとする。 

第６章 保育所等訪問支援 第６章 保育所等訪問支援 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

第１０３条 第１３条から第２３条まで、

第２５条、第２６条、第２７条（第４項を

除く。）、第２７条の３、第２８条から第

３１条まで、第３３条、第３５条から第３

７条まで、第３９条、第４０条、第４２条

の２、第４２条の３第１項、第４３条、第

４５条から第４７条まで、第４９条から

第５２条まで、第５３条第１項、第５４条

から第５６条まで及び第９５条から第９

７条までの規定は、指定保育所等訪問支

援の事業について準用する。この場合に

おいて、第１３条第１項中「第３８条」と

あるのは「第１０３条において準用する

第９７条」と、第１７条中「いう。第３８

条第６号及び第５３条第２項において同

じ。」とあるのは「いう。」と、第２３条

第２項ただし書中「次条第１項から第３

項まで」とあるのは「第１０３条において

準用する第９６条第１項から第３項ま

第１０３条 第１３条から第２３条まで、

第２５条、第２６条、第２７条（第４項及

び第５項を除く。）、第２８条から第３１

条まで、第３３条、第３５条から第３７条

まで、第３９条、第４０条、第４２条の２、

第４２条の３第１項、第４３条、第４５条

から第４７条まで、第４９条、第５１条、

第５２条、第５３条第１項、第５４条から

第５６条まで、第７７条及び第９５条か

ら第９７条までの規定は、指定保育所等

訪問支援の事業について準用する。この

場合において、第１３条第１項中「第３８

条」とあるのは「第１０３条において準用

する第９７条」と、第１７条中「いう。第

３８条第６号及び第５３条第２項におい

て同じ。」とあるのは「いう。」と、第２

３条第２項ただし書中「次条第１項から

第３項まで」とあるのは「第１０３条にお

いて準用する第９６条第１項から第３項
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で」と、第２６条第２項中「第２４条第２

項」とあるのは「第１０３条において準用

する第９６条第２項」と、第２７条第１項

及び第２８条中「児童発達支援計画」とあ

るのは「保育所等訪問支援計画」と、第２

７条第６項中「を受けて」とあるのは「及

び当該事業所の訪問支援員が当該障害児

に対して保育所等訪問支援を行うに当た

って訪問する施設（以下「訪問先施設」と

いう。）による評価（以下「訪問先施設評

価」という。）を受けて」と、同項第５号

中「障害児及びその保護者」とあるのは

「障害児及びその保護者並びに当該訪問

先施設」と、同条第７項中「自己評価及び

保護者評価」とあるのは「自己評価、保護

者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者

に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施

設に示す」と、第２８条第４項中「第２７

条第４項に規定する領域との関連性及び

インクルージョンの観点を踏まえた」と

あるのは「インクルージョンの観点を踏

まえた」と、同条第５項中「担当者等」と

あるのは「担当者及び当該障害児に係る

訪問先施設の担当者等」と、第４５条第１

項中「従業者の勤務の体制、協力医療機

関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、

第５０条第１項中「行わなければならな

い」とあるのは「行うよう努めなければな

らない」と、第５６条第２項第２号中「児

童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪

問支援計画」と読み替えるものとする。 

まで」と、第２６条第２項中「第２４条第

２項」とあるのは「第１０３条において準

用する第９６条第２項」と、第２７条第１

項及び第２８条中「児童発達支援計画」と

あるのは「保育所等訪問支援計画」と、第

４５条第１項中「従業者の勤務の体制、協

力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の

体制」と、第５６条第２項第２号中「児童

発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と読み替えるものとする。 

第７章 多機能型事業所に関する特

例 

第７章 多機能型事業所に関する特

例 

（従業者の配置の基準に関する特例） （従業者の配置の基準に関する特例） 

第１０４条 多機能型事業所（この条例に

規定する事業のみを行う多機能型事業所

に限る。）に係る事業を行う者に対する第

６条第１項及び第２項、第７条、第８０条

第１項及び第２項、第９２条並びに第１

００条の規定の適用については、第６条

第１項中「事業所（以下「指定児童発達支

第１０４条 多機能型事業所（この条例に

規定する事業のみを行う多機能型事業所

に限る。）に係る事業を行う者に対する第

６条第１項及び第２項、第７条、第６９

条、第８０条第１項及び第２項、第９２条

並びに第１００条の規定の適用について

は、第６条第１項中「事業所（以下「指定
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援事業所」という。）」とあるのは「多機

能型事業所」と、同条第２項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、第７条中「指定児童発達支援事

業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

第８０条第１項中「事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）」

とあるのは「多機能型事業所」と、同条第

２項中「指定放課後等デイサービス事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、第

９２条中「事業所（以下「指定居宅訪問型

児童発達支援事業所」という。）」とある

のは「多機能型事業所」と、第１００条中

「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事

業所」という。）」とあるのは「多機能型

事業所」とする。 

児童発達支援事業所」という。）」とある

のは「多機能型事業所」と、同条第２項中

「指定児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と、第７条中「指定児

童発達支援事業所」とあるのは「多機能型

事業所」と、第６９条第１項中「事業所（以

下「指定医療型児童発達支援事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」と、

同条第２項中「指定医療型児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

第８０条第１項中「事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）」

とあるのは「多機能型事業所」と、同条第

２項中「指定放課後等デイサービス事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、第

９２条中「事業所（以下「指定居宅訪問型

児童発達支援事業所」という。）」とある

のは「多機能型事業所」と、第１００条中

「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事

業所」という。）」とあるのは「多機能型

事業所」とする。 

２ （略） ２ （略） 

第１０５条・第１０６条 （略） 第１０５条・第１０６条 （略） 

第８章 雑則 第８章 雑則 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第１０７条 指定障害児通所支援事業者及

びその従業者は、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定に

おいて書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの

（第１４条第１項（第６０条、第６４条、

第８５条、第８６条、第９０条、第９８条

及び第１０３条において準用する場合を

含む。）、第１８条（第６０条、第６４条、

第８５条、第８６条、第９０条、第９８条

及び第１０３条において準用する場合を

含む。）及び次項に規定するものを除く。）

第１０７条 指定障害児通所支援事業者等

及びその従業者は、作成、保存その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定

において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるも

の（第１４条第１項（第６０条、第６４条、

第７８条、第８５条、第８６条、第９０条、

第９８条及び第１０３条において準用す

る場合を含む。）、第１８条（第６０条、

第６４条、第７８条、第８５条、第８６条、

第９０条、第９８条及び第１０３条にお

いて準用する場合を含む。）及び次項に規
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については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）により行うことができ

る。 

定するものを除く。）については、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

２ 指定障害児通所支援事業者及びその従

業者は、交付、説明、同意その他これらに

類するもの（以下「交付等」という。）の

うち、この条例の規定において書面で行

うことが規定されている又は想定される

ものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、当該交付等の相手方が障害

児又は通所給付決定保護者である場合に

は当該障害児又は当該通所給付決定保護

者に係る障害児の障害の特性に応じた適

切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の

知覚によって認識することができない方

法をいう。）によることができる。 

２ 指定障害児通所支援事業者等及びその

従業者は、交付、説明、同意その他これら

に類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この条例の規定において書面で

行うことが規定されている又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方

の承諾を得て、当該交付等の相手方が障

害児又は通所給付決定保護者である場合

には当該障害児又は当該通所給付決定保

護者に係る障害児の障害の特性に応じた

適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁

的方法（電子的方法、磁気的方法その他人

の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

第１０８条 （略） 第１０８条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施

行する。ただし、第５１条第１項の改正規

定は、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律等の一部を

改正する法律（令和４年法律第１０４号）

附則第１条第４号に掲げる規定の施行の

日から施行する。 

 

（経過措置）  

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第６６号。以下「一部改正

法」という。）附則第４条第１項の規定に

より一部改正法第２条の規定による改正

後の児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号。以下「新児童福祉法」という。）第

２１条の５の３第１項の指定を受けたも
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のとみなされているものについては、こ

の条例による改正後の中野区指定障害児

通所支援の事業等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（以下「新条例」と

いう。）第７条の規定にかかわらず、令和

９年３月３１日までの間、なお従前の例

によることができる。 

３ 一部改正法附則第４条第１項の規定に

より新児童福祉法第２１条の５の３第１

項の指定を受けたものとみなされている

ものについては、新条例第１１条の規定

にかかわらず、当分の間、なお従前の例に

よることができる。 

 

４ この条例の施行の際現に指定を受けて

いるこの条例による改正前の中野区指定

障害児通所支援の事業等の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例（以下「旧条

例」という。）第７条第３項に規定する主

として難聴児を通所させる指定児童発達

支援事業所及び同条第４項に規定する主

として重症心身障害児を通所させる指定

児童発達支援事業所については、新条例

第７条の規定にかかわらず、令和９年３

月３１日までの間、なお従前の例による

ことができる。 

 

５ この条例の施行の際現に指定を受けて

いる旧条例第７条第３項に規定する主と

して難聴児を通所させる指定児童発達支

援事業所及び同条第４項に規定する主と

して重症心身障害児を通所させる指定児

童発達支援事業所については、新条例第

１１条の規定にかかわらず、当分の間、な

お従前の例によることができる。 

 

６ 新条例第２７条の２（新条例第６０条、

第６４条、第８５条、第８６条、第９０条

及び第９８条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、令和７年

３月３１日までの間、第２７条の２中「公

表しなければ」とあるのは、「公表するよ

う努めなければ」とする。 

 

 


